
第８次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画

－学力の向上のための少人数教育の充実を図る教職員定数の改善－

１ 趣 旨

「生きる力」をはぐくむために必要となる「確かな学力」を身に付けさせるため、個に応じたきめ細かな指導
を徹底する、第８次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（平成１８～２２年度までの５年計画）を策定・実
施する。

２ 内 容

① 総合的な学習の時間における教育をより充実し、習熟度別指導など少人数教育の一層の推進を図るための
教員定数の改善

、 、② 小学校１年生に基本的な生活習慣や学習態度を身につけさせたり 不登校の児童生徒への対応を行うため
副担任の配置あるいは、35人程度の少人数学級編制を行うことが可能となる教員定数の改善

③ 読書指導の充実や、外国人子女等日本語指導対応など学習指導の充実のための教員定数の改善
④ 軽度発達障害の児童生徒に対する教育の充実など特別支援教育の充実を図るための教員定数の改善
⑤ 養護教諭等、栄養教諭等、事務職員定数の改善
⑥ 特殊教育諸学校においてセンター的機能を充実させるための教員定数の改善

３ 項目別改善事項

改 善 事 項 改善総数 内 容 18年度要求数

人 人
学力向上支援 １０，７２１ ６１１

○ 少人数教育の推進 ５，７２２ 大規模校における総合的な学習の時間の充実又は基 １６４
（少人数指導、習熟度別 本５教科で20人程度の少人数教育が可能

指導の充実）

○ 小１問題・不登校へ ３，６６７ 小学校１年生の問題や不登校への対応のため、副担 ２０８
の対応 任の配置や35人程度の少人数学級編制が可能

○ 読書活動推進のため １，０２７ 小学校２４学級以上×0.5人 ２０５
の司書教諭の配置 中学校２１学級以上×0.5人

○ 外国人子女等日本語 ３０５ 外国人子女等の増加に対応するきめ細かな指導の ３４
指導対応の充実 充実

特別支援教育の充実 ２，４２９ ＬＤ、ＡＤＨＤ等軽度発達障害のある児童生徒に対 １３５
小学校 １，３９０ する指導の拡充 ７７
中学校 １，０３９ ５８

学校運営の円滑化 １，４４９ ２２２
○ 養護教諭等定数 ５０２ 複数配置 小学校 ８５１人以上→８０１人以上 ９２

中学校 ８０１人以上→７５１人以上
児童生徒の心身の健康への適切な対応を行う学校へ
の加配

○ 栄養教諭等定数 ５３２ 単独実施校 550 520 ９８人以上→ 人以上 ×１人
人以上→ 人以上 ×２人共同調理場の定数改善 1,501 1,301
人以上→ 人以上 ×３人6,001 5,001

児童生徒の食の指導への対応を行う学校への加配

○ 事務職員定数 ４１５ きめ細かな学習指導や教育の情報化の支援等のため ３２
事務部門の強化対応を行う学校への加配の拡充

小学校・中学校計 １４，５９９ ９６８

特殊教育諸学校
○ 特別支援教育コーデ

ィネーターの配置 ４０１ 教育相談などセンター的機能の充実 ３２

合 計 １５，０００ １，０００


